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要  旨  

完全自動運転自動車が社会に普及した場合、事故確率や被害額は自動車性

能のみによって決まるため、事故責任は自動車性能のみに帰する。このため、

被害額の負担について、損害賠償制度による解決に加え、製造物責任による

解決が可能となる。事故被害の負担ルールは、自動車製造業者や自動車利用

者の安全性能の選択や利用者の自動車利用頻度に影響を与える。Shavell 

(2020)は、自動車利用者の意思決定に焦点を当て、ファーストベストを実

現するためには、事故当事者が自分の被害額を自己負担するとともに、相手

の被害額を政府に支払う損害賠償制度（Shavell ルールと呼ぶ）が必要なこ

とを示している。本論文で、Shavell (2020)を安全性能の技術開発を考慮し

たモデルに拡張すると、ファーストベスト実現のためには、(1) 個人の効用

関数が同一の場合、Shavell ルールでは、過大な安全性能技術が開発される

ため、安全性能に応じた自動車購入税、あるいは、技術開発税の導入が必要、

（2）このとき、自動車利用に応じたフェアプレミアムな損害保険が利用可

能な場合には、（1）と同等の政策が必要、（3）効用関数に異質性があると、

技術開発のインセンティブを強める必要が生じる場合があり、その場合、自

動車購入補助金、あるいは、技術開発補助金への変更が必要、（4）製造物責

任制度の下では、自動車利用税及び自動車購入補助金の実施が必要となるこ

とを示す。 
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第 1 節  はじめに 

私たちは普段自動車を利用することでさまざまな便益を受けている。一方、自動車の

利用は事故を引き起こす可能性があり、事故被害という社会的費用を発生させる。自動車

の利用頻度が多くなるほど、事故件数は増加する。しかし、安全性能の高い自動車を利用

することで、事故発生確率を低下させたり、事故の被害額を減少させることができる。事

故に関する損害賠償ルールは、個人が事故を起こした場合の事故被害額の費用負担に影響

を与え、個人の自動車の利用頻度や安全性能（たとえば、対物センサーの有無など）の選

択などに影響を及ぼす。このため、経済厚生を最大にするような自動車利用や安全性能の

選択を促進するために、損害賠償ルールの設定が重要な役割を果たす。 

現在、AI などを活用した自動車の自動運転技術の開発が進められている。後述するよ

うに、国土交通省によると、自動運転のレベルは、現状を含め、大きく分けて 6 段階（レ

ベル 0～5）ある。レベル 5 の自動運転は、個人がまったく運転に関わらず、自動車が自

律的に走行するものとなっている。現在私たちが使用している自動車の場合、事故が起こ

る確率や被害額は、個人の運転技術や過失の有無、自動車の安全性能によって決定される。

しかし、完全自動運転自動車の場合、それらは自動車の安全性能のみによって決定される。

国土交通省によると、日本においては、2025 年を目途に高速道路での完全自動運転が実

施されるようになるという。将来、すべての自動車が完全自動運転化された社会において、

どのような損害賠償制度あるいはそれに代わる制度を整備することが、社会的に望ましい

だろうか？ 

自動車が完全自動運転化された社会において、事故が生じた場合の被害額の負担ルー

ルについては、いくつかの方法が考えられる。第一の方法は、損害賠償制度によって、事

故の当事者（以下では、自動車の運転手を想定）に、事故の被害額を負担させる方法であ

る。第二の方法は、事故を製造物責任（自動車の不十分な性能あるいは欠陥）ととらえ、

事故被害の責任を企業に負わせる方法である。現在の自動車は、自動運転ではなく、運転

手が自動車を操作するため、自動車の安全性能だけでなく、個人の運転技術や過失の有無

が事故確率や被害額に影響を与える。しかし、完全自動運転が可能な自動車であれば、事

故やその被害額の大きさは、個人によって影響を受けないため、事故の責任は自動車性能

のみに帰すると考えることができるからである。 

事故は、事前の事故回避行動によって、その発生確率や被害を減少することが可能で

ある。たとえば、自動車と歩行者の事故を考えると、潜在的な運転手が、より安全性能の

高い自動車を使用したり、運転手が速度を抑制し、また、不注意な運転を避けることで事

故発生確率や被害を減少できる。歩行者も、車に注意をして歩行したり、夜間などは車の

ライトに反射しやすい衣服を着用することで、発生確率や被害を抑制できる。しかし、事

故回避行動を強めるには追加的な費用（不便さも含め）がかかるために、加害者や被害者

に最適な事故回避行動を選択させるインセンティブを与えることが必要となる。事故に関

する損害賠償ルールは、事故が生じたときにどのように加害者や被害者に被害額を負担さ

せるかを取り決めるものである。このルールをどのように設定するかによって、加害者や

被害者の事故回避行動のインセンティブが変わる。このため、損害賠償ルールの設計に関

する多くの研究が行われてきた （Calabresi (1961)、Posner (1972)、Brown(1973)、

Diamond(1974)、Shavell(1980)、Emons and Sobel(1991)など）。Brown (1973)は、
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交通事故のように加害者と被害者の事故回避行動によって事故確率が影響を受けるような

ケースにおいて、厳格責任ルールでは、被害者の事故回避行動を最適な水準に誘導できな

いが、過失責任ルールであれば、両者の行動を最適な水準に誘導できることを明らかにし、

Shavell(1980)は、事故回避行動の選択に加え、加害者らの活動頻度（たとえば、自動車

の利用回数）を考慮した分析を行うと、過失責任ルールの下では、加害者の活動水準（運

転手の自動車利用回数）が過大になるため、事故回避行動と活動水準を最適な水準に誘導

することができないことを明らかにしている。また、Diamond(1974)、Calfee and 

Craswell(1984)他は、過失責任ルール下において、過失判定に不確実性がある場合の注

意水準の選択の問題を扱っている。近年は、自動車の完全自動運転技術の発達により、将

来の完全自動運転の実現を想定した社会における、最適な損害賠償ルールの設計に関する

研究がいくつか行われている。Shavell(2020)は、この分野における最初の論文で、自動

車同士の自動車事故を対象に、自動車利用者の自動車利用頻度と自動車安全性能の選択と

いう 2 つの意思決定を考慮した理論モデルを構築し、厳格責任ルールでは、自動車利用に

よる被害額が完全に内部化できないために、自動車の利用頻度を過大にするとともに、低

い安全性能を選択するインセンティブを与えることを明らかにした。このため、最適な自

動車利用と安全性能の選択を実現するための損害賠償ルールとして、事故の当事者それぞ

れが、自分の被害額を自己負担とするのに加え、相手が負った被害額を政府に支払う損害

賠償制度（以下では、Shavell ルールと呼ぶ）を提案している。また、De Chiara 他

（2021）は、完全自動運転と現在のように人間による自動車運転が混在する社会におい

ては、過失責任ルールより厳格責任ルールの方が、R&D 投資により強いインセンティブ

を与えることができ、望ましいことを明らかにしている。 

本論文の目的は、第一に、完全自動運転が実現した社会において、安全性能に関する

技術開発を考慮すると、Shavell ルールだけでは、最適な自動車利用と安全性能の実現は

困難であり、追加的な政策の組み合わせが必要であること、第二に、製造物責任制度を活

用する場合に、追加的に必要な政策は何かを示すことにある。第一の目的に関しては、

個々人が同じ効用関数をもつケースにおいては、技術開発のインセンティブを弱めるため

に、安全性能に応じた自動車購入税、あるいは、技術開発税の導入が必要であることを示

す。次いで、個々人が異なる効用関数をもつケースにおいては、条件によって、技術開発

のインセンティブを強める政策が必要となるケースが生じ、その場合には、自動車購入補

助金あるいは技術開発補助金に変更する必要が生じることを示す。第二の目的に関しては、

製造物責任制度を実施する場合には、個々人の自動車利用によって生じる事故の被害額を

内部化するために、自動車利用税の導入が必要な一方、高い安全性能の技術開発のインセ

ンティブを与えるために、自動車購入補助金が必要なことを示す。   

私たちのモデルと、Shavell(2020)のモデルとの違いは、技術開発を明示的に考慮して

いるかどうかという点にある。Shavell(2020)では、開発済みの安全性能（たとえば、エ

アバック、対物センサーなど）に関して、自動車利用者が性能選択する問題を分析対象と

しており、技術の開発の問題を扱っていないが、私たちのモデルでは、安全性能技術開発

（たとえば、より安全性能の高い完全自動運転システムのソフトウェアの開発など）を考

慮したモデルなっている。言い換えると、Shavell(2020)では、自動車製造企業の行動を

明示的に考慮せず、自動車利用者と生産者との間の市場均衡を捨象しているが、私たちの
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モデルでは、自動車製造企業の技術開発行動を明示的に組み込んだうえで、財市場の均衡

を考慮している。安全性能の高い製品を開発することによって消費者に発生する便益の増

加は、消費者の支払い意思額を高めるため、より高い価格が設定される。このため、技術

開発の利益がどの程度生産者の利益として還流されるかどうかが、技術開発のインセンテ

ィブに影響を与える。本論文のモデルは、企業の技術開発行動を明示的に考慮することで、

Shavell(2020)が明らかにしていないメカニズムを通じて、Shavell ルールでは、最適な

安全性能を実現できず、自動車購入に際し、自動車購入税や技術開発税、または、自動車

購入補助金や技術開発補助金などの政策が追加的に必要であることを明らかにしている。 

以下、第 2 節では、自動運転の現状について説明し、第 3 節では、完全自動運転可能な

自動車を前提に、最適な自動車利用頻度や安全性能の選択条件について説明する。第 4 節

では、損害賠償制度の下で、個人が同じ効用関数をもつ場合、ファーストベストを実現す

るためには、Shavell ルールに加え、安全性能に応じた自動車購入税あるいは技術開発課

税が必要なことを示し、第 5 節では、個人の効用関数が異なる場合には、Shavell ルール

の下では、補助金が必要となるケースが存在することを示す。第 6 節では、損害保険が存

在する場合、損害賠償制度の下で必要となる政策について議論する。第 7 節では、製造物

責任制度の下において、自動車利用税と自動車購入補助金が必要な一方、技術開発課税あ

るいは補助金が必要ないことを示す。第 8 節で結論を取りまとめる。 

 

第 2 節  自動運転の現状  

現在、ステアリング操作やブレーキ操作など一部の運転操作が不要になる自動運転技

術が開発され、それを搭載した車が複数の自動車メーカーから販売されている。将来的に

は、交通状況を車両側で判断し、人が全く運転操作に関わらない完全自動運転の自動車が

誕生すると言われている。 

 自動運転は、人間がどの程度運転操作に関与するかに応じて０〜５までの６つのレベル

に分けられている。レベル０は、ドライバーが全ての運転タスクを担うものである。具体

的には先進運転支援システム（Advanced Driver-Assistance Systems）を搭載してい

ない旧型の自動車がこれに該当する  。レベル１は、運転システムがステアリング操作と

アクセル・ブレーキ操作による加減速の制御のいずれかを実行するものである。例えば、

ACC や LKA が相互に連携しない車両がそれに該当する。レベル２は、このステアリング

操作とアクセル・ブレーキ操作をシステムが同時に行い運転をサポートする  。ただし、

レベル２までは、いかなる条件下でもステアリングを離したまま走行することはできず、

運転手が運転状況を常に監視する必要がある。このように、レベル２までは運転操作の主

体はドライバー（人間）である。 

これに対して、レベル３以上では運転操作の主体はシステムである。レベル３は、限

定された条件下でシステムが全ての運転操作を実行する。ただし、条件から外れたり、作

動継続が困難な場合などの緊急時には、運転者はただちに通常の運転に戻らなければなら

ない。レベル４は、全ての運転操作および作動継続が困難な場合への対応を限定領域内で

実行する。レベル５ではこの限定領域も外れ、常にシステムが全ての運転操作を行う。レ

ベル３とレベル４以上の違いは、緊急時であっても利用者が介入する必要はないという点
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である。官民 ITS 構想・ロードマップ 2019 によれば、2025 年をめどに高速道路におけ

るレベル 4 の実現を目指すこととしている。 

自動運転の技術の向上にあわせて世界的に法律の改正が進められている。日本でも

2020 年 4 月から改正道路交通法が施行され、レベル３の自動運転技術を搭載した車が公

道を走行できるようになった。改正前の道路交通法では、人が運転することを前提に安全

運転の義務が定められており、自動運転システムが運転の主体となって走行する際の規定

がなかった。改正道路交通法では、自動運行装置による走行も「運転」と定義されるとと

もに、システムから運転の要請があった場合は、ただちに運転操作に戻れることが運転者

の義務として明記された。したがって、運転者は自動運転中に運転状況から目を離すこと

はできるものの、飲酒や居眠りをすることはできない。レベル３は原則的にはシステム側

の責任において全ての運転操作が行われるものの、上記の義務があるため、事故や違反時

に必ずしも運転者が免責されるとは限らない点に注意が必要である。 

事故時に運転者が免責になるかどうかは、交通事故の発生確率に影響を及ぼす。仮に

法律で免責とされた場合、運転者は事故に対する責任を負わないので、運転席以外に座っ

たり、居眠りや飲酒をするなど、システムからの要請に即座に応答できないような行動を

とるかもしれない。また、免責でなくとも、長く使用することでシステムの機能と安全性

に対する過信や慢心が生まれ、警告を無視する運転者が増えるかもしれない。実際、レベ

ル２車両ではあるが、米国テスラ車のオーナーがシステムからの要請を無視して交通事故

を引き起こしてしまった。では、レベル４以上の（緊急時であってもシステムが対処する）

場合、責任の所在は開発した企業にあるのか、利用者は完全に免責でもよいのだろうか。

レベル４以上の場合であっても、どこをどのくらいの距離または頻度走行するかは利用者

に委ねられる。利用頻度が増加するほど、自分以外の運転者に遭遇する可能性は高まり、

事故の発生頻度が増加する。その場合、利用者が免責でないならば、過剰な利用を抑え、

事故の発生頻度が下がるであろう。逆に、運転者（自動運転搭載車の利用者）に全責任が

及んだ場合、企業は高い費用や時間をかけて安全性のチェックや事故後の精査を実施しな

いかもしれない。この場合、自動運転技術の安全性は社会的に望ましい水準にはならない

であろう。 

以上のように、運転操作の主体がシステムであっても、責任の所在をどのようにする

かは企業や自動運転利用者の行動に影響を与えるため、注意深い議論が必要である。第３

節以降では、レベル５の完全自動運転車を対象に、最適な自動車利用と安全性能の選択に

ついて述べる。 

 

第3節 モデルの設定と最適化条件 

いま、社会に N 人の個人が存在し、個人 i（i∈N）が自動車を利用するとき、自動車の

使用 qi から効用 Ui(qi)を得ることができる場合を考える。ただし、1 回の自動車利用当た

り 1 時間運転するものとし、qi は一定期間 T における自動車の利用回数とする。一定期

間 T において、個々の個人にとって、最大で T 時間の自動車使用が可能であり、qi＜T で

あると仮定する。個人 i が個人 j と遭遇する（同じ時間帯に自動車を利用する）期待頻度

Hij は𝐻 ൌ 𝑓ሺ𝑞 , 𝑞ሻである。ただし、対称性、すなわち、𝑓ሺ𝑞 , 𝑞ሻ ൌ 𝑓ሺ𝑞 , 𝑞ሻと𝑓ሺ𝑞 , 𝑞ሻ ൌ 0を

仮定する。これは、たとえば、i と j の利用頻度がそれぞれ５回と 10 回のときの期待遭遇
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頻度は、i と j の利用頻度がそれぞれ 10 回と 5 回のときの期待遭遇頻度が同じなると考え

られるからである。また、個人 A、B の自動車の利用頻度が多いほど、両者の遭遇する確

率は高くなるので、
డுೕ
డ

ൌ 𝑓ଵ ≡
డ

డ
 0、

డுೕ
డೕ

ൌ 𝑓ଶ ≡
డ

డೕ
 0、

డమுೕ
డడೕ

ൌ 𝑓ଵଶ ൌ
డమுೕ
డೕడ

ൌ 𝑓ଶଵ  0と仮

定する。 

いま、簡単化のために、市場では、安全性能について 1 種類の自動車が販売されており、

安全性能 x をもつ自動車が遭遇した際に生じる事故確率を p(x)とする。ただし、𝑝ᇱሺ𝑥ሻ ൏

0、𝑝ᇱᇱሺ𝑥ሻ  0と仮定する。このとき、個人 i の事故の期待頻度 Fi は、  

 

𝐹൫𝑞 ,𝑞 , 𝑥൯ ൌ 𝑝ሺ𝑥ሻන 𝑓ሺ𝑞 , 𝑞ሻ𝑑𝑗



 

 

となる。ただし、n は N 人のうち自動車を利用（購入）する人数を表している。簡単化の

ために、個人 i が事故に遭遇した場合に自分に生じる被害額を Di（一定）とすると、事故

によって生じる被害総額の期待値 TDi は、 

 

𝑇𝐷൫𝑞 ,𝑞 , 𝑥൯ ൌ 𝑝ሺ𝑥ሻන 𝐷𝑓ሺ𝑞 , 𝑞ሻ𝑑𝑗



           ሺ1ሻ 

 

となる。 

 一方、競争的な代表企業が安全性能 x の自動車を生産する際の費用関数は TC(n, x)で

あり、
డ்

డ
 0,

డ்

డ௫
 0,

డ்

డడ௫
 0 を仮定する。

డ்

డడ௫
 0において、安全性能を引き上げると、

限界費用が増加することを仮定している。また、以下では、TC には、安全性能 x の技術

の開発費用も含まれているため、
డ்

డ௫
は安全性能を引き上げたときに生じる開発費用の増

加と生産費用の増加の両方を含めたものと解釈する。 

 以上から、安全性能 x の自動車が生産されるときの社会厚生 SW は次式で表すことがで

きる。 

 

𝑆𝑊 ൌ න 𝑈ሺ𝑞ሻ𝑑𝑖



െ 𝑇𝐶ሺ𝑛, 𝑥ሻ െ 𝑝ሺ𝑥ሻන න 𝐷𝑓ሺ𝑞 , 𝑞ሻ𝑑𝑗








𝑑𝑖 

 

このとき、社会厚生最大化条件は、次式で表すことができる。 

 

𝜕𝑈ሺ𝑞
∗ሻ

𝜕𝑞
ൌ 𝑝ሺ𝑥∗ሻන ሺ𝐷  𝐷ሻ𝑓ଵሺ𝑞

∗, 𝑞
∗ሻ𝑑𝑗




        ൣ∵ 𝑓ଵ൫𝑞

∗, 𝑞
∗൯ ൌ 𝑓ଶ൫𝑞

∗, 𝑞
∗൯ ൧     ሺ2ሻ 

 

𝜕𝑇𝐶ሺ𝑛∗, 𝑥∗ሻ

𝜕𝑥
ൌ െ𝑝′ሺ 𝑥∗ሻන න 𝐷𝑓ሺ𝑞

∗, 𝑞
∗ሻ𝑑𝑗








𝑑𝑖       ሺ3ሻ 
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𝑈ሺ𝑞∗ሻ ൌ
𝜕𝑇𝐶ሺ𝑛, 𝑥∗ሻ

𝜕𝑛
 𝑝ሺ𝑥∗ሻ ቊන 𝐷𝑓ሺ𝑞

∗, 𝑞∗ሻ



𝑑𝑖  න 𝐷𝑓൫𝑞∗ , 𝑞

∗൯𝑑𝑗



ቋ           ሺ4ሻ 

 

ただし、qi*(x*)は、最適な安全性能 x*が選択されたときの、個人 i の最適な自動車利用を

表している。 

(2)式は、自動車を利用する個人の限界効用と自動車利用によって生じる社会的限界費

用（すべての個人に生じる期待限界被害額の合計）の均等化が自動車利用に関する最適化

条件となっていることを示し、（3）式は、安全性能に関する限界費用と安全性能の限界

便益（期待被害額合計の減少）の均等化が最適な安全性能の条件となることを表している。

（4）式は、自動車利用者増加による効用の増加と生産量増加による社会的限界費用（生

産の限界費用と限界事故被害額（自動車使用者が増えることによる事故被害額の増加）の

合計）の均等化が、最適な生産量の条件となることを表している。 

以下では、簡単化のために、すべての個人は同じ効用関数𝑈ሺ𝑞ሻをもち、事故による被

害額が同一（D）であるケースを考える。このとき、（2）、（3）、（4）式は下記のように

書き換えることができる。 

 

𝜕𝑈ሺ𝑞∗ሻ

𝜕𝑞
ൌ 2𝐷𝑝ሺ𝑥∗ሻ𝑛∗𝑓ଵሺ𝑞∗, 𝑞∗ሻ        ሺ5ሻ 

𝜕𝑇𝐶ሺ𝑛∗, 𝑥∗ሻ

𝜕𝑥
ൌ െ𝐷𝑝′ሺ 𝑥∗ሻ𝑛∗ଶ𝑓ሺ𝑞∗, 𝑞∗ሻ       ሺ6ሻ 

𝑈ሺ𝑞∗ሻ ൌ
𝜕𝑇𝐶ሺ𝑛∗, 𝑥∗ሻ

𝜕𝑛
 2𝐷𝑝ሺ𝑥∗ሻ𝑛∗𝑓ሺ𝑞∗, 𝑞∗ሻ          ሺ7ሻ 

 

第4節 市場均衡と最適な政策ルール：同質の個人のケース 

 事故を最適な水準に制御するためには、自動車の安全性能だけでなく、自動車の利用

頻度を最適に制御する必要がある。自動車利用の抑制は、事故相手の被害を減らすため

外部性を伴う。このため、Shavell(2020)は自動車利用の外部性を内部化するために

Shavell ルールを提案している。本稿の目的は、技術開発を考慮する場合、Shavell ル

ールだけではファーストベストを達成できず、追加的な政策が必要であることを明らか

にすることにある。このため、以下では、Shavell ルールが実施された場合、競争的市

場均衡において、ファーストベスト実現のために、自動車購入税、技術開発税が必要な

こと、また、その条件について示そう。 

Shavell(2020)との比較のために、損害賠償ルール L として、3 つのケース、すなわち、

①事故が生じた場合、自分に生じた被害は自分で負担し、他者に生じた被害額について責

任を負わないケース（無責任ルールと呼ぶ）、②他者に生じた被害額について責任を負う

ケース（厳格責任ルールと呼ぶ）、③自分に生じた被害は自分で負担し、他人に負わせた

被害額を政府に納入するケース（Shavel ルールと呼ぶ）の 3 つのケースについて比較す

る。このとき、事故によって生じる個人 i の被害負担額は下記の通りになる。 
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𝐿 ൌ ൞

𝐷 ൌ 𝐷 無責任ルール

𝐷 ൌ 𝐷 厳格責任ルール

𝐷  𝐷 ൌ 2𝐷 Shavel ルール

            ሺ8ሻ 

 

ただし、j∈1…n 及び j≠i である。また、自動車の購入時に課す自動車購入税 TAX(x)

が実施されているケースを考える。この税金は、個人が選択する安全性能によって決まる

ものとする。安全性能 x の自動車を使用する場合、事故による費用負担を考慮した個人 i

の期待便益 Bi は次式の通りになる。 

 

𝐵 ൌ 𝑈ሺ𝑞ሻ െ 𝑝ሺ𝑥ሻන 𝐿𝑓൫𝑞 , 𝑞൯𝑑𝑗



െ 𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥ሻ           ሺ9ሻ 

 

一方、自動車市場は完全競争市場であり、安全性能 x の自動車を生産する代表的な自動車

生産企業の利潤関数πは、次式で表される。 

 

𝜋 ൌ 𝑃ሺ𝑥ሻ𝑛 െ 𝑇𝐶ሺ𝑛, 𝑥ሻ െ 𝑇𝐴𝑋ோ&ሺ𝑥ሻ    ሺ10ሻ  

 

ただし、開発される安全性能に応じて課される技術開発税 TAXR&D(x)が導入されており、

P(x)は安全性能 x の自動車の市場価格である。また、以下では、事故によって被害が生じ

た場合の損害賠償責任は企業には生じず、自動車利用者に生じることを想定している。 

 このとき、次の命題１が得られる。 

 

（命題１） 

自動車市場が完全競争市場であり、以下の仮定を満たすものとする。 

（1） 自動車の安全性能に関して情報が完全である、すなわち、事故確率関数 p(x)の正

確な情報を自動車利用者及び自動車製造企業が知っている 

（2） すべての個人が同じ効用関数をもつ 

（3） すべての個人の被害額が同一である 

このとき、損害賠償制度の下でファーストベストを実現するためには、Shavell ルール

に加え、技術開発を抑制するインセンティブを与えるために、次式に表すような、安全性

能に応じた自動車購入税 TAX(x)または技術開発税 TAXR&D(x)を導入する必要がある。 

 

𝑇𝐴𝑋ோ&ሺ𝑥ሻ ൌ ሺ1 െ 𝛼ሻ𝑡∗𝑛∗𝑥      ሺ11ሻ 

 

𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥ሻ ൌ 𝛼𝑡∗ሼ𝑥 െ 𝑥∗ሽ            ሺ12ሻ 

 

ただし、𝑡∗ ൌ െ𝐷𝑝ᇱሺ𝑥∗ሻ𝑛∗𝑓ሺ𝑞∗, 𝑞∗ሻであり、αは任意の値を示すパラメータである。 

 

（証明） 

(9)式から、期待便益を最大にする個人の自動車利用の条件は、次式のようになる。 
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𝜕𝑈ሺ𝑞
ሻ

𝜕𝑞
ൌ 𝑝ሺ𝑥ሻ𝐿 න 𝑓ଵሺ𝑞

, 𝑞
ሻ𝑑𝑗




        ሺ13ሻ 

 

ただし、qiL は、損害賠償ルール L において、安全性能 x が選択されたときの、個人 i の

期待便益を最大にする自動車利用を表している。このとき、安全性能が x である自動車に

対する個人 i の需要価格 WTPi(x)は次式で表される。 

 

𝑊𝑇𝑃ሺ𝑥ሻ ൌ 𝑈൫𝑞
൯ െ 𝑝ሺ𝑥ሻන 𝐿𝑓൫𝑞

, 𝑞
൯𝑑𝑗




െ 𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥ሻ       ሺ14ሻ 

 
このとき、 (14)式から、市場需要価格 P(xL)は𝑃ሺ𝑥ሻ ൌ min


𝑊𝑇𝑃ሺ𝑥ሻ となる。ここで、す

べての個人は同じ効用関数𝑈ሺ𝑞ሻをもち、事故による被害額が同一（D）であるケースを考

えると、（13）式は次式に書き換えられる。 

 

𝜕𝑈ሺ𝑞ሻ
𝜕𝑞

ൌ 𝐿𝑝ሺ𝑥ሻ𝑛𝑓ଵሺ𝑞, 𝑞ሻ        ሺ15ሻ 

 

また、すべての個人の WTP は同一になるから、市場均衡において、市場価格 P(x)は次式

で決定される。 

 

𝑃ሺ𝑥ሻ ൌ 𝑈ሺ𝑞ሻ െ 𝐿𝑝ሺ𝑥ሻ𝑛𝑓ሺ𝑞, 𝑞ሻ െ 𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥ሻ       ሺ16ሻ 

 

一方、（16）式を考慮すると、（10）式より、市場均衡条件は次式に示すとおりである。 

 

𝑈ሺ𝑞ሻ െ 𝐿𝑝ሺ𝑥ሻ𝑛𝑓ሺ𝑞, 𝑞ሻ െ 𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥ሻ ൌ
𝜕𝑇𝐶ሺ𝑛, 𝑥ሻ

𝜕𝑛
           ሺ17ሻ  

 

𝜕𝑇𝐶ሺ𝑛, 𝑥ሻ

𝜕 𝑥
ൌ െ𝐿𝑝ᇱሺ𝑥ሻ𝑛

ଶ
𝑓ሺ𝑞, 𝑞ሻ െ 𝑛

𝜕𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥ሻ

𝜕𝑥
െ
𝜕𝑇𝐴𝑋ோ&ሺ𝑥ሻ 

𝜕𝑥
       ሺ18ሻ 

 

ただし、nL、xL は、損害賠償ルールが L であった場合の利潤最大化条件によって決定さ

れる自動車生産量、安全性能である。 

ここで、Shavell ルールにおいては、𝐿 ൌ 2𝐷であるから、(5)、(6)、(7)式と(15)、(17)、

(18)式の比較から、ファーストベストを達成する TAX(x)、TAXR&D(x)の条件は下記の 2

つになる。 

 

𝑛∗
𝜕𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥∗ሻ

𝜕𝑥

𝜕𝑇𝐴𝑋ோ&ሺ𝑥∗ሻ 

𝜕𝑥
ൌ െ𝐷𝑝′ሺ𝑥∗ሻ𝑛∗ଶ𝑓ሺ𝑞∗, 𝑞∗ሻ ൏ 0 

𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥∗ሻ ൌ 0 
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（11）、（12）式は上記の条件を満たしている。なお、Shavell ルール以外の損害賠償ル

ールにおいては、（15）式が（5）式を満たさないため、ファーストベストを実現できな

い1。 

 

(証明終) 

 

命題１は、αを任意に選択することで、技術開発課徴金と自動車購入補助金を様々

に組み合わせることで、ファーストベストを実現できることを示している。 

 α＝0 を選ぶと、技術開発税のみを実施することが最適であり、その場合の課税額は、

次式に示すとおりになる。 

 

𝑇𝐴𝑋ோ&ሺ𝑥ሻ ൌ 𝑡∗𝑛∗𝑥   

 

t*は安全性能を引き上げることによって自動車利用者各個人に生じる期待被害額の

減少を表しているため、𝑡∗𝑛∗は、自動車利用者全員に生じる期待被害額の減少の合計

を表している。 

α＝1 を選ぶと、安全性能に応じた自動車購入税のみを実施することが最適であり、そ

の際、最適な課税は、次式に示すとおりになる。 

 

𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥ሻ ൌ െ𝐷𝑝′ሺ𝑥∗ሻ𝑛∗𝑓ሺ𝑞∗, 𝑞∗ሻሼ𝑥 െ 𝑥∗ሽ 

 

上式からわかるように、最適な安全性能 x*が選択された場合には、課税額は 0 となり、

最適な安全性能より低い自動車が生産された場合には、安全性が低いほどより大きな補

助金を与え、高い自動車が生産された場合には、過大な安全性能に対して課徴金を課す

（安全性能が高いほど課徴金が高くなる）必要があることを示している。 

Shavell ルールは、以下に説明するように、技術開発による社会的便益を超える過大な

利益を生産者に与えるため、課税によってその利益を抑制する必要がある。 

 このような課税が必要な理由は、  (6)式と(18)式の比較からわかるように、もし税が存

在しなければ（TAX＝TAXR&D＝0）、過大な安全性能の技術が開発されるからである2。

Shavell ルールは、事故の相手方に発生する被害額を各個人に負担させるため、社会全体

で発生する期待費用負担総額は2𝐷𝑝ሺ𝑥∗ሻ𝑛∗ଶ𝑓ሺ𝑞∗, 𝑞∗ሻとなり、社会に発生する期待被害総額

（𝐷𝑝ሺ𝑥∗ሻ𝑛∗ଶ𝑓ሺ𝑞∗, 𝑞∗ሻ）の 2 倍となっている。このため、安全性能を引き上げることによっ

て社会に発生する便益（期待被害額の減少）の 2 倍の便益が生じる結果、同額の価格上昇

が生じ、生産者の利潤が増加する。そのことが、生産者に安全性能に対する過大なインセ

 
1自動車利用税のような追加的な政策を考えれば、他の損害賠償ルール（無責任ルールや

厳格責任ルール）でもファーストベスト政策が存在する。 
2 (5)及び(7)式と(15)及び(17)式との比較からわかるように、Shavell ルール（L＝2D）

は、自動車の利用頻度と自動車の生産量を最適な水準に誘導できる。 
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ンティブを与えてしまう。このようなインセンティブを除去するために、超過負担分

（𝐷𝑝ሺ𝑥∗ሻ𝑛∗ଶ𝑓ሺ𝑞∗, 𝑞∗ሻ）に比例する形で課税することが必要となる。 

自動車購入課税については、市場均衡では実質的な税負担が生じない形になっている。

これは、(17)式からわかるように、市場均衡において、課税によって自動車利用者に負担

が生じてしまうと需要価格が低下し、生産量が過小になることを避ける必要があるからで

ある。なお、自動車購入税は、税徴収の取引費用がかからないが、技術開発税には税徴収

の費用がかかるため、行政費用の観点からは、自動車購入税の方が望ましいと考えられる。 

上記の結果は、自動車生産者の研究開発のインセンティブを考慮に入れると、Shavell

ルールだけでは、技術開発に対して適切なインセンティブを与えることができないことを

意味している。 

なお、比較のために、完全自動運転自動車のみが利用される社会になるまでの移行期

間において、すなわち、現在私たちが利用している通常の自動車（以下では、普通自動車

と呼ぶ）と完全自動運転自動車が混在する社会において、Shavell ルールを使いつつ、フ

ァーストベストを実現するための政策について、Appendix(1)で議論している。（命題 A）

に示すように、普通自動車が混在し、安全性能を引き上げることの便益が普通自動車の利

用者にスピルオーバーしたとしても、（命題１）と同様に、R&D 課税は完全自動運転自動

車の利用者に生じる安全性能の限界便益に等しい水準に課税額を設定する必要があること

を示している。 

 

第5節 異質な個人のケース 

 この節では、個人の効用関数が異なる場合について分析する。このため、2 タイプ（A

タイプと B タイプ）の個人を考える。A タイプの個人の効用関数は UA(qA)で表され、B

タイプの個人の効用関数は UB(qB)で表されるものとする。ただし、UA’＞0、UA’’＜0、

UB’＞0、UB’’＜0 と仮定する。A タイプの個人の人数は nA、B タイプの個人の人数は nB

であり、nA＋nB＝N とする。最適な自動車利用者数を n*とし、以下では、分析に意味を

持たせるために、A タイプの個人の自動車利用による社会的期待便益が B タイプの個人よ

り大きく3、最適な生産量 n*が nA＜n*＜N となるケースに限定して議論する。(2)～(4)式

から最適化条件は下記のようになる4。 

 

𝜕𝑈ሺ𝑞
∗ ሻ

𝜕𝑞
ൌ 2𝐷𝑝ሺ𝑥∗ሻ𝑀𝐹ሺ𝑞

∗ ,𝑞
∗ ሻ       ሺ19ሻ 

 

𝜕𝑈ሺ𝑞
∗ ሻ

𝜕𝑞
ൌ 2𝐷𝑝ሺ𝑥∗ሻ𝑀𝐹ሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻ     ሺ20ሻ 

 

 
3 次式を仮定する。𝑈ሺ𝑞ሻ െ 2𝑝ሺ𝑥ሻ𝐷ሼ𝑛𝑓ሺ𝑞, 𝑞ሻ  ሺ𝑛 െ 𝑛ሻ𝑓ሺ𝑞, 𝑞ሻሽ  𝑈ሺ𝑞ሻ െ

2𝑝ሺ𝑥ሻ𝐷ሼ𝑛𝑓ሺ𝑞, 𝑞ሻ  ሺ𝑛 െ 𝑛ሻ𝑓ሺ𝑞, 𝑞ሻሽ 
4 導出の詳細は、Appendix (2)を参照 
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𝑈ሺ𝑞
∗ ሻ ൌ

𝜕𝑇𝐶ሺ𝑛∗, 𝑥∗ሻ

𝜕𝑛
 2𝑝ሺ𝑥∗ሻ𝐹ሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻ𝐷         ሺ21ሻ 

 

𝜕𝑇𝐶ሺ𝑛∗, 𝑥∗ሻ

𝜕𝑥
ൌ 𝑛ሼെ𝑝ᇱሺ 𝑥∗ሻ𝐹ሺ𝑞

∗ ,𝑞
∗ ሻ𝐷ሽ  ሺ𝑛∗ െ 𝑛ሻሼെ𝑝ᇱሺ 𝑥∗ሻ𝐹ሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻ𝐷ሽ          ሺ22ሻ  

 

ここで、 

 

𝐹ሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ ሻ ൌ 𝑛𝑓ሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ሻ  ሺ𝑛∗ െ 𝑛ሻ𝑓ሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ ሻ 

 

𝐹ሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ ሻ ൌ 𝑛𝑓ሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ ሻ  ሺ𝑛∗ െ 𝑛ሻ𝑓ሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ ሻ 

 

𝑀𝐹ሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ ሻ ൌ
𝜕𝐹ሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻ

𝜕𝑞
ൌ 𝑛𝑓ଵሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ሻ  ሺ𝑛∗ െ 𝑛ሻ𝑓ଵሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻ 

 

𝑀𝐹ሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ ሻ ൌ
𝜕𝐹ሺ𝑞

∗ ,𝑞
∗ ሻ

𝜕𝑞
ൌ 𝑛𝑓ଵሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻ  ሺ𝑛∗ െ 𝑛ሻ𝑓ଵሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻ 

 

であり、FA、FB はそれぞれタイプ A あるいはタイプ B の個人が他のすべての自動車と遭

遇する頻度を表し、Appendix（2）に説明するように、MFA や MFB は、それぞれタイプ

A あるいは B の各個人が利用頻度を増加させた場合の、他のすべての自動車との限界遭遇

頻度を表している。このことから、（19）式及び（20）式の右辺は各タイプの個人の自動

車利用に関する社会的限界被害額を表している。（22）式右辺は、安全性能を引き上げる

ことによって自動車利用者全員の期待事故被害額の減少の総計（安全性能に関する社会的

限界便益）を表している。 

なお、Shavell(2020)においては、特殊ケースとして、𝑓൫𝑞 , 𝑞൯ ൌ 𝑞𝑞の関数を用いて

議論している。この関数型のように、𝑓ଵଵ ൌ 𝑓ଶଶ ൌ 0の条件を満たすような関数の場合、

Appendix (1)で説明したように、市場均衡において、タイプ A とタイプ B の限界効用の

均等化が最適化条件となる。しかし、一般には、𝑓ଵଵ ൌ 𝑓ଶଶ ൌ 0が成立する保証はないため、

限界効用均等化は最適化条件とならない。 

 以下で説明するように、市場均衡と最適化条件を比較することで、（命題 2）が得られ

る。 

 

（命題２） 

 異なる効用関数をもつ個人のケースに拡張すると、ファーストベストを達成するために

は、Shavell ルールに加え、（命題 1）の（11）、（12）式と同様の式に従って政策を実施

する必要がある。ただし、tR&D*と t*は、下記のように修正される。 

 

𝑡ோ&
∗ ൌ െ𝐷𝑝ᇱሺ 𝑥∗ሻሾ𝑛∗𝐹ሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻ െ 𝑛ሼ𝐹ሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻ െ 𝐹ሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻሽሿ      ሺ23ሻ 
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𝑡∗ ൌ
𝑡ோ&
∗

𝑛∗
      ሺ24ሻ 

 

上式から、𝑛∗𝐹ሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ ሻ െ 𝑛ሼ𝐹ሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ ሻ െ 𝐹ሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ ሻሽ  0なら、命題１と同様、自動車購入あ

る い は 技 術 開 発 に 対 す る 課 税 が 必 要 と な る が 、 も し 𝑛∗𝐹ሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ሻ െ 𝑛ሼ𝐹ሺ𝑞
∗ ,𝑞

∗ ሻ െ

𝐹ሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ሻሽ ൏ 0なら、自動車購入あるいは技術開発に対する補助金が必要となる。 

 

（証明） 

  (13)式から、（19）式と同様に、タイプ A の個人及びタイプ B の個人の期待便益最大

化条件は次式で表すことができる。 

 

𝜕𝑈ሺ𝑞
ሻ

𝜕𝑞
ൌ 2𝐷𝑝ሺ𝑥ሻ𝑀𝐹ሺ𝑞

 ,𝑞
ሻ       ሺ25ሻ 

 

𝜕𝑈ሺ𝑞
ሻ

𝜕𝑞
ൌ 2𝐷𝑝ሺ𝑥ሻ𝑀𝐹ሺ𝑞

 , 𝑞
ሻ     ሺ26ሻ 

 

タイプ A と B の自動車に対する需要価格はそれぞれ 

 

𝑊𝑇𝑃ሺ𝑥ሻ ൌ 𝑈ሺ𝑞
ሻ െ 2𝐷𝑝ሺ𝑥ሻ𝐹ሺ𝑞

 , 𝑞
ሻ െ 𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥ሻ 

 

𝑊𝑇𝑃ሺ𝑥ሻ ൌ 𝑈ሺ𝑞
ሻ െ 2𝐷𝑝ሺ𝑥ሻ𝐹ሺ𝑞

 ,𝑞
ሻ െ 𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥ሻ 

 

となり、脚注 3 の仮定から、市場の需要価格 P(x)は次式で決定される。 

 

𝑃ሺ𝑥ሻ ൌ min ሺ𝑊𝑇𝑃ሺ𝑥ሻ,𝑊𝑇𝑃ሺ𝑥ሻሻ ൌ 𝑈ሺ𝑞
ሻ െ 2𝐷𝑝ሺ𝑥ሻ𝐹ሺ𝑞

 , 𝑞
ሻ െ 𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥ሻ      ሺ27ሻ 

 

企業の利潤関数は、𝜋 ൌ 𝑃ሺ𝑥ሻ𝑛 െ 𝑇𝐶ሺ𝑛, 𝑥ሻ െ 𝑇𝐴𝑋ோ&ሺ𝑥ሻと書き直すことができるので、最

大化条件を考慮すると、以下の市場均衡条件が得られる。 

 

𝑈ሺ𝑞
ሻ െ 2𝐷𝑝ሺ𝑥ሻ𝐹ሺ𝑞

 , 𝑞
ሻ െ 𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥ሻ ൌ

𝜕𝑇𝐶ሺ𝑛, 𝑥ሻ

𝜕𝑛
           ሺ28ሻ  

 

𝜕𝑇𝐶ሺ𝑛, 𝑥ሻ

𝜕 𝑥
ൌ െ2𝐷𝑝ᇱሺ𝑥ሻ𝐹ሺ𝑞

 , 𝑞
ሻ𝑛 െ 𝑛

𝜕𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥ሻ

𝜕𝑥
െ
𝜕𝑇𝐴𝑋ோ&ሺ𝑥ሻ

𝜕𝑥
      ሺ29ሻ 

 

上記の（25）、（26）、（28）、（29）式と（19）～（22）式と比較から、ファーストベス

トを達成するための TAX(x)、TAXR&D(x)の条件は下記の 2 つの条件となる。 

 

𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥∗ሻ ൌ 0        ሺ30ሻ 
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𝑛∗
𝜕𝑇𝐴𝑋ሺ 𝑥∗ሻ

𝜕𝑥

𝜕𝑇𝐴𝑋ோ&ሺ 𝑥∗ሻ

𝜕𝑥
ൌ െ𝐷𝑝ᇱሺ 𝑥∗ሻሾ𝑛∗𝐹ሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ሻ െ 𝑛ሼ𝐹ሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻ െ 𝐹ሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ሻሽሿ   ሺ31ሻ  

 

(30)～(31)を満たす TAX*及び TAXR&D*は、命題のとおりとなる。 

 

（証明終） 

 

なお、(22)式右辺は、x の社会的限界便益（期待被害総額の減少）SMB を表しており

下記の式ように、タイプ A の個人全員に生じる限界便益（右辺第 1 項）とタイプ B の個

人全員に生じる限界便益（右辺第 2 項）に分解できる。 

 

𝑆𝑀𝐵 ൌ 𝑛𝑀𝐵  ሺ𝑛∗ െ 𝑛ሻ𝑀𝐵 

 

ただし、𝑀𝐵 ൌ െ𝐷𝑝′ሺ 𝑥∗ሻ𝑛𝐹ሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ ሻ、𝑀𝐵 ൌ െ𝐷𝑝′ሺ 𝑥∗ሻ𝐹ሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ ሻであり、MBA は安全性能

を引き上げることによってタイプ A の個人の生じる限界便益（期待被害額の減少）、MBB

はタイプ B の個人に生じる限界便益を表している。 

一方、Shavell ルールによって、生産者に生じる x の限界開発利益 MB は（29）式の

右辺第 1 項で表されている。これは、n*×2×MBB であり、市場の需要価格の上昇（2×

MBB）による収入増加を表している。この結果、（31）式は下記のように書き直すことが

できる。 

  

𝑛∗
𝜕𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥∗ሻ

𝜕𝑥

𝜕𝑇𝐴𝑋ோ&ሺ𝑥∗ሻ

𝜕𝑥
ൌ 𝑛∗𝑀𝐵 െ 𝑛ሺ𝑀𝐵 െ𝑀𝐵ሻ         ሺ32ሻ 

 

 

上式の右辺は、Shavell ルールの下で企業に生じる安全性能の限界開発利益と社会的限界

便益の差を表している。特に、右辺の第 1 項は、Shavell ルール下において、自動車利用

者が発生する期待被害額の 2 倍の費用負担をするために、高い安全性能に対する自動車価

格の上昇を通じて自動車生産者に発生する過剰な研究開発インセンティブの部分を表して

いる（これを Shavell 効果と呼ぼう）。右辺第 2 項は、以下で説明するように、開発利益

の生産者への還流を弱める効果、条件によっては開発利益の生産者への還流を強める効果

を表している（スピルオーバー効果と呼ぶ）。 

 nA≠0 5のとき、すなわち、個人が異なる効用関数をもつ場合、（命題 1）の条件は、

െ𝑛ሼ𝑀𝐵 െ𝑀𝐵ሽだけ修正される必要があることを示している。 

 
5  nA＝0 のとき、効用関数が同一の場合と合致し、（32）式右辺は𝑛∗𝑀𝐵となり、

Shavell ルールによって、𝑛∗𝑀𝐵だけ過大に技術開発のインセンティブが与えられてしま

うため、（命題 1）で示す通り、TAX や TAXR&D を用いることで、最適な技術開発に誘導
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 このとき、𝑞
∗  𝑞

∗であれば、𝑀𝐵  𝑀𝐵となるため、 (32)式右辺は𝑛∗𝑀𝐵より小さくな

る。このため、効用関数が同一の場合と比べて、技術開発に対する過剰インセンティブは

小さくなり、課税額を低める必要があることを示している。特に、𝑞
∗と𝑞

∗の差が大きいほ

ど、また、自動車利用者に占める A タイプの個人の比率が大きいほど、𝑛ሼ𝑀𝐵 െ𝑀𝐵ሽが

大きくなるため、（32）式の右辺が負になる場合もある。このような場合には、むしろ課

税ではなく、補助金が望ましいことを示している。 

 𝑞
∗  𝑞

∗のときにこのような状況が生じるのは、タイプ B から生じる企業の限界開発利

益（𝑀𝐵、価格上昇による収入増の効果）とタイプ A から生じる社会的限界便益（𝑀𝐵）

との間に差があり、後者の効果が前者の効果を上回るため、技術開発の社会的利益の一部

が企業に帰属しないために生じる（スピルオーバー効果）。 

一方、𝑞
∗ ൏ 𝑞

∗であれば、𝑀𝐵 ൏ 𝑀𝐵となり、（32）式の第 2 項は正となるため、TAX あ

るいは TAXR&D は課税となる必要があることを示している。ただし、このとき(32)式右辺

は𝑛∗𝑀𝐵より大きくなるため、効用関数が同一の場合以上に、Shavell ルールは過大な技

術開発のインセンティブ与える。このため、課税額をより高く設定する必要がある。これ

は、𝑞
∗  𝑞

∗のケースとは逆に、安全性能の向上によって、タイプ A に生じる社会的限界

便益（𝑀𝐵）が自動車価格の上昇（＝タイプ B に生じる社会的限界便益（𝑀𝐵））より小

さいため、社会的限界便益を越える利益が、自動車価格の上昇を通じて生産者に還流する

からである。このため、さらに強い技術開発インセンティブが生産者に与えられることと

なる。 

なお、Appendix(3)に示すように、𝑈
ᇱሺ𝑞

∗ ሻ  𝑈
ᇱ ሺ𝑞

∗ ሻならば、𝑞
∗  𝑞

∗、𝑈
ᇱሺ𝑞

∗ሻ ൏ 𝑈
ᇱ ሺ𝑞

∗ ሻな

らば、𝑞
∗ ൏ 𝑞

∗となる。 

 

第 6 節 損害保険が利用可能な場合の最適政策：効用関数が異なる場合 

 損害賠償制度の下では、事故の費用負担（L）のリスクを回避するために自動車利用者

は損害保険に加入するかもしれない。この節では、フェアプレミアムによって決定される

保険契約を考え、保険の導入によって、第 5 節の結論がどのように変わるかを検討しよう。 

 以下では、保険会社が被保険者（自動車利用者）の自動車利用頻度を観察できない場合

の保険と観察できる場合の保険の 2 つのケースに分けて考える。 

個々人の自動車利用頻度を観察できない場合、保険料ρ (x)が期待負担額の平均値に等

しい水準に設定されるものとする6。このとき、当初、A タイプ及び B タイプの自動車利

用者全員が保険を購入するとすると、ρ(x)は次式のように表される。ただし、nI、qAI、

qBI は市場均衡において実現される自動車利用者の数、A タイプ及び B タイプの個人の自

動車利用頻度を表している。 

 

 

する必要があることを示している。効用関数が同一の場合には、スピルオーバー効果が 0

となるため、常に課税が望ましくなる。 
6 保険会社は、個々人の qAI や qBI は観察できなくても、全体の交通量（𝑛𝐹ሺ𝑞

ூ , 𝑞
ூ ሻ 

ሺ𝑛 െ 𝑛ሻ𝐹ሺ𝑞
ூ , 𝑞

ூ ሻ）、あるいは、一人当たりの事故件数（
ಲிಲ൫ಲ

 ,ಳ
 ൯ାሺିಲሻிಳ൫ಲ

 ,ಳ
 ൯


）の情報

が入手できれば、保険料を設定できる。 
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𝜌ሺ𝑥ሻ ൌ
2𝐷𝑝ሺ𝑥ሻሼ𝑛𝐹ሺ𝑞

ூ ,𝑞
ூ ሻ  ሺ𝑛 െ 𝑛ሻ𝐹ሺ𝑞

ூ , 𝑞
ூ ሻሽ

𝑛ூ
 

 

このとき、𝑞  𝑞であれば、次式が成立し、A タイプの個人は、保険料の方が自分で

費用負担するより費用負担が小さく、B タイプの個人は、保険料の方が自分で費用負担す

るより費用負担が大きくなる。 

 

2𝑝ሺ𝑥ሻ𝐹ሺ𝑞
ூ , 𝑞

ூ ሻ𝐷  𝜌ሺ𝑥ሻ  2𝑝ሺ𝑥ሻ𝐹ሺ𝑞
ூ , 𝑞

ூ ሻ𝐷 

 

このため、この個人がリスク中立的であるとすると、A タイプの個人は保険を購入するが、

B タイプの個人は購入しない7。保険を購入しない B タイプの個人は、(25)式に示すよう

に、自動車利用を抑制するインセンティブを持つが、A タイプの個人は、そのようなイン

センティブをもたない。このような場合、保険を買わない人だけに限定して、自動車利用

税を課すことができれば、ファーストベストに誘導できるが、そのような選択的な税の導

入が困難であれば、保険の導入によってファーストベストを達成するのが困難になる。   

一方、個々人の自動車利用頻度を観察できる場合8には、次式で表されるように、個々

人及び保険会社にとってフェアプレミアムになる保険料 I(qi, xI)を設定することが可能に

なる。ただし、Ci は個人 i が購入する補償額である。 

 

𝐼ሺ𝑞 , 𝑥ூሻ ൌ 𝐶𝑝ሺ𝑥ூሻሼ𝑛𝑓ሺ𝑞 , 𝑞
ூ ሻ  ሺ𝑛ூ െ 𝑛ሻ𝑓ሺ𝑞 ,𝑞

ூ ሻሽ 

 

ただし、xI、nI、qi、qAI、qBI はそれぞれ損害保険が存在する際の安全性能、自動車利用

者数、タイプ i の個人の自動車利用量、タイプ i 以外の個人の自動車利用量（タイプ A 及

びタイプ B）を表している。フェアプレミアムであれば、期待効用最大化の結果、各個人

は発生する費用負担に等しい額の補償を購入することが知られている。したがって、安全

性能や自動車利用頻度に関わらず、各個人の補償額は、𝐶 ൌ 2𝐷となる。この結果、各個

人の自動車利用に関する効用最大化条件と需要価格に関する条件式は、(25)、(26)式と同

一になるため、保険のないケースと同一の政策が最適な政策となる。 

 以上から、次の命題 3 が得られる。 

 

（命題 3） 

 各個人の自動車利用頻度が観察できない場合、フェアプレミアムな保険契約においては、

自動車利用頻度の少ない個人は保険を購入せず、利用頻度の多い個人のみが保険を購入す

 
7 𝑞 ൏ 𝑞であれば、逆のことが起こる。 
8 自動車に設置されているオドメーターを利用することにより、一定期間の走行距離を把

握することができ、近年、自動車走行距離を考慮した保険商品が販売されており、技術的

には、被保険者の自動車利用距離（自動車利用頻度の代理変数）を考慮した保険契約は可

能になっている。 
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る。この結果、保険を購入した個人の自動車利用頻度は過大となるため、保険購入者のみ

に選択的に自動車利用税を課すことができなければ、ファーストベストは達成できない。 

 各個人の自動車利用頻度が観察できる場合、各個人及び保険会社にとってフェアプレミ

アムな保険が供給された場合、各個人は、事故によって発生する自分の負担額（２D）に

等しい補償を購入するため、保険の存在しないケースと同じ政策が最適な政策となり、フ

ァーストベストが達成できる。 

 

第 7 節 製造物責任制度による解決 

本節では、製造物責任制度の下における最適政策を検討しよう。以下では、第 5 節と同

様に、A タイプと B タイプの 2 タイプの異なる効用関数をもつ個人が存在するケースを

考える。このとき、安全性能 x の自動車を使用する場合、タイプ i（i=A、B）の個人の期

待便益 Bi は次式の通りになる。ただし、t(qi, x)は安全性能が x のときタイプ i の個人の

自動車利用頻度に応じて課される自動車利用税、TAX(x)は自動車購入税を表している。

ただし、i はタイプ A か B のいずれかである。 

 

𝐵 ൌ 𝑈ሺ𝑞ሻ െ 𝑡ሺ𝑞 , 𝑥ሻ െ 𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥ሻ      ሺ33ሻ 

 

一方、自動車市場は完全競争市場であり、安全性能 x の自動車を生産する代表的な自動車

生産企業の期待利潤関数πは、次式で表される。 

 

𝜋 ൌ 𝑃ሺ𝑥ሻ𝑛 െ 𝑇𝐶ሺ𝑛, 𝑥ሻ െ 𝑝ሺ𝑥ሻ𝐷ሾ𝑛𝐹ሺ𝑞,𝑞ሻ  ሺ𝑛 െ 𝑛ሻ𝐹ሺ𝑞, 𝑞ሻሿ െ 𝑇𝐴𝑋ோ&ሺ𝑥ሻ            ሺ34ሻ 

 

ただし、P(x)は安全性能 x の自動車の市場価格である。以下では、事故が起きた場合、製

造物責任によって、企業が事故の被害額を補償するケースを考えているため、上式右辺第

三項に示すように、期待被害額を考慮している。このとき、次の命題 4 が得られる。 

 

（命題 4） 

 異なる効用関数をもつ個人のケースについて、製造物責任制度によって、事故の被害が

救済される場合、最適な資源配分を実現する自動車利用税 t(qi, x)、自動車購入税 TAX(x)

及び技術開発税 TAXR&D(x)は、次式のようになる。 

 

𝑡ሺ𝑞 , 𝑥∗ሻ ൌ 2𝐷𝑝ሺ𝑥∗ሻሼ𝑛𝑓ሺ𝑞 ,𝑞
∗ ሻ  ሺ𝑛∗ െ 𝑛ሻ𝑓ሺ𝑞 , 𝑞

∗ ሻሽ 

 

𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥ሻ ൌ െ𝑡ሺ𝑞
∗ , 𝑥ሻ 

 

𝑇𝐴𝑋ோ&ሺ𝑥ሻ ൌ 0 

 

（証明） 

  (33)式より、i（i=A、B）タイプの個人の便益最大化条件が次式で表される。 
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𝜕𝑈൫𝑞
൯

𝜕𝑞
ൌ
𝜕𝑡൫𝑞

 , 𝑥൯
𝜕𝑞

                ሺ35ሻ 

 

ただし、qiC、xC は、それぞれ市場均衡における i タイプの個人の自動車利用量、自動車

の安全性能を表している。また、需要価格は次式で決定される。 

 

𝑃ሺ𝑥ሻ ൌ min ሾ𝑈ሺ𝑞
ሻ െ 𝑡ሺ𝑥ሻ𝑞

  𝑆𝑈𝐵ሺ𝑥ሻ,𝑈ሺ𝑞
ሻ െ 𝑡ሺ𝑥ሻ𝑞

 െ 𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥ሻሿ 

 

利潤最大化条件及び市場均衡条件から次式が得られる9。 

 

𝑈ሺ𝑞
ሻ െ 𝑡ሺ𝑞

 , 𝑥ሻ  𝑆𝑈𝐵ሺ𝑥ሻ

ൌ
𝜕𝑇𝐶ሺ𝑛 , 𝑥ሻ

𝜕𝑛
 2𝐷𝑝ሺ𝑥ሻሾ𝑛𝑓ሺ𝑞

 , 𝑞
ሻ  ሺ𝑛 െ 𝑛ሻ𝑓ሺ𝑞

 , 𝑞
ሻሿ            ሺ36ሻ 

 

𝜕𝑇𝐶ሺ𝑛 , 𝑥ሻ

𝜕𝑥
ൌ െቊ

𝜕𝑡ሺ𝑞
 , 𝑥ሻ

𝜕𝑥

𝜕𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥ሻ

𝜕𝑥
ቋ 𝑛 െ 𝐷𝑝ᇱሺ𝑥ሻሾ𝑛𝐹ሺ𝑞

 , 𝑞
ሻ  ሺ𝑛 െ 𝑛ሻ𝐹ሺ𝑞

 , 𝑞
ሻሿ

െ
𝜕𝑇𝐴𝑋ோ&ሺ𝑥ሻ

𝜕𝑥
        ሺ37ሻ 

 

ただし、nC は市場均衡における自動車利用人数を表している。 

 製造物責任制度を採用するとき、(35)～(37)式と(19)～(22)式を比較して、最適な t(qi, 

x*)、SUB(x)、TAXR&D(x)の条件を考えると、ファーストベストを達成するために満たす

べき条件は下記の 3 つの条件である。 

 

𝑡ሺ𝑞 , 𝑥∗ሻ ൌ 2𝐷𝑝ሺ𝑥∗ሻሼ𝑛𝑓ሺ𝑞 ,𝑞
∗ ሻ  ሺ𝑛∗ െ 𝑛ሻ𝑓ሺ𝑞 , 𝑞

∗ ሻሽ 

 

𝑇𝐴𝑋𝐵ሺ𝑥ሻ ൌ െ𝑡ሺ𝑞
∗ , 𝑥ሻ 

 

𝜕𝑇𝐴𝑋ோ&ሺ𝑥ሻ

𝜕𝑥
ൌ 0 

 

以上から、命題 4 が得られる。 

（証明終） 

 

命題４は、以下のようなインプリケーションをもっている。 

（1）製造物責任の場合、事故の被害額は自動車生産者がすべて負担するために、生産の

限界費用を増加させる。このため、企業は、より高い安全性能の自動車を開発することで、

被害額の費用負担を減らすインセンティブをもつ。このとき、Shavell ルールのように、

 
9 脚注 3 の仮定より、最適政策の下では、𝑃ሺ𝑥ሻ ൌ 𝑈ሺ𝑞

ሻ െ 𝑡ሺ𝑞
 , 𝑥ሻ െ 𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥ሻとなる。 
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過大な事故被害額を負担していないため、技術開発に対して、補助金や課税をする必要は

ない。 

（2）自動車利用者は事故の費用を一切負担しないため、自動車利用によって生じる事

故の被害額を内部化するために、自動車利用に応じて課す自動車利用税が必要となる。

このとき、自動車利用税は、自分自身の自動車利用によって生じる社会的期待被害に等

しい水準に設定する必要がある。このため、𝑞
∗  𝑞

∗ならば、𝑡ሺ𝑞
∗ , 𝑥∗ሻ  𝑡ሺ𝑞

∗ , 𝑥∗ሻとなり、

𝑞
∗ ൏ 𝑞

∗ならば、𝑡ሺ𝑞
∗ , 𝑥∗ሻ ൏ 𝑡ሺ𝑞

∗ , 𝑥∗ሻとなる。 

（3）各個人にとっては、自動車生産者を通じて、間接的に事故被害額を負担しているた

め、自動車利用税の負担は、自動車購入に際して過大となる。このため、その負担を相殺

するために、タイプ B の個人が負担する自動車利用税と同額の自動車購入補助金が必要

となる。 

 

第 8 節  おわりに  

現在、AI などを活用した自動車の自動運転技術の開発が進められている。本稿では、

損害賠償制度あるいは製造物責任制度の下において、自動車の安全性能や自動車利用を最

適な水準に誘導するために、どのような政策を補完することが社会的に望ましいかを明ら

かにした。本稿で得られた結論を要約すると以下の通りである。 

第一に、損害賠償制度によって解決する場合、Shavell(2020)は、通常の厳格責任ルー

ルでは、最適な安全性能が選択されず、Shavell ルールを実施する必要があることを明ら

かにしていたが、安全性能の技術開発のインセンティブを考慮した場合、Shavell ルール

だけでは、ファーストベストの実現は困難であり、追加的な政策の組み合わせが必要であ

る。具体的には、個々人の効用関数が同一であるケースにおいては、安全性能に応じた自

動車購入税あるいは技術開発税の導入が必要であり、個々人の効用関数が異なるケースに

おいては、自動車購入補助金や技術開発補助金の実施が必要なケースが存在する。

Shavell ルールの下では、自動車利用者が、事故の社会的期待費用（被害額）の 2 倍の費

用を負担する。このため、生産者が性能を引き上げることによって生じる個々人の期待便

益の増加は、社会的な限界便益の 2 倍となり、過大な開発利益が生産者に還流し、過大な

技術開発のインセンティブを与える（Shavell 効果）。一方、個々人の効用関数が異なる

場合、スピルオーバー効果が存在するため、自動車生産者の開発意欲を弱めるメカニズム

も存在する。このため、Shavell 効果よりスピルオーバー効果が大きい場合には、補助金

が望ましくなる。 

第二に、個々人の効用関数が異なる場合において、損害賠償制度下で、損害保険が活

用可能な場合、個々人の自動車利用量が観察できないケースでは、保険購入者のみを対象

に、選択的に自動車利用税を課すことができないと、ファーストベストを達成できない。

これは、自動車利用量に応じた保険契約を結ぶことができない場合、自動車利用量の多い

個人のみが保険を購入し、少ない個人は保険を購入しない。保険を購入しない個人は、事

故の費用を自分で負担するため、自動車利用を抑制するインセンティブをもつが、保険を

購入する個人はそのようなインセンティブがない。そのため、保険購入者に自動車利用を

抑制するためには、自動車利用税を課すことが必要となる。しかし、このような選択的な

課税を社会が受容しない場合には、損害保険の存在によって、ファーストベストを実現で
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きなくなる。一方、個々人の自動車利用量が観察できる場合には、個々人及び保険会社に

とってフェアプレミアムとなるような保険契約が提示されれば、全員が保険を購入する。

この保険の下では、個々人が自動車利用を抑制するインセンティブをもつため、損害保険

が存在しない場合と同じ政策によってファーストベストを実現できる。 

第三に、製造物責任制度を活用して問題を解決する場合には、自動車利用税と自動車

購入補助金の導入が必要であり、技術開発に対する課税や補助金は必要ない。 

以上の議論から、損害保険が存在する場合、もし個人の自動車利用頻度に応じたフェ

アプレミアムの保険契約が難しい場合には、損賠賠償制度の活用によってファーストベス

トを実現できないため、製造物責任制度を活用し、車検時などに自動車利用税を課しつつ、

自動車購入補助金を与えることが望ましい。しかし、もし個人の自動車利用頻度の応じた

フェアプレミアムの保険契約が可能であれば、損害賠償制度と製造物責任制度のいずれを

活用してもファーストベストを達成できる。ただし、自動車の安全性能に関して、自動車

生産者と自動車利用者の間に何らかの情報の非対称性が存在する可能性がある場合（自動

車生産者の方がより正確な情報をもっている場合）や自動車利用者に安全性能に関する理

解力が欠如するようなケースでは、安全性能が正しく認識されないため、製造物責任制度

を活用した制度設計の方が望ましいかもしれない。 

今回提案している制度設計は、Shavell ルールのように自動車利用によって生じる外部

費用を負担させるような政策を導入した場合、最適な技術開発を実現するためには、技術

開発に対する課税あるいは補助金が追加的に必要となることを示している。現在、完全自

動運転自動車の開発のために政府による支援が行われているが、この政策は、完全自動運

転技術の開発に焦点を当て、事故の原因となる自動車利用頻度を抑制するという視点をも

っていない。Shavell ルールのように、自動車利用による外部費用を負担せずにすむと、

自動車利用頻度は増加する。また、事故を起こしたときの費用負担が小さくて済むため、

安全性能技術に対する需要（あるいは、支払意思額）が小さくなり、低い安全性能しか実

現しないかもしれない。このようなケースでは、セカンドベスト政策として、高い安全性

能を実現するための政府の支援が必要となる。ただし、一定以上の安全性能を実現しよう

とすると、技術開発が容易ではなく、より高い安全性能を実現するための追加的費用が大

きくなる。このとき、安全性能を高めるかわりに、自動車利用頻度を減らすことで事故を

抑制する方が社会に発生する費用をより小さくできる。このため、安全性能だけに着目す

るのではなく、自動車利用頻度なども含めて総合的な観点から政策を立案することが社会

的に望ましい。 
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Appendix (1) 通常自動車と完全自動運転車が混在するケース 

以下では、第 3 節の設定をベースに、完全自動運転自動車のみが利用される社会にな

るまでの移行期間において、すなわち、現在私たちが利用している通常の自動車（以下で

は、普通自動車と呼ぶ）と完全自動運転自動車が混在する社会において、Shavell ルール

を使いつつ、ファーストベストを実現するための政策について分析する。 

いま、簡単化のために、市場では、通常の自動車と完全自動運転自動車の 2 種類の自

動車が販売されているものとしよう。個人 j が普通自動車を運転する場合、事故確率は個

人 j の注意水準 yj によって影響を受けるものとする。以下では、簡単化のために普通自

動車の安全性能は明示的に扱わない。このとき、この個人が、他の普通自動車と遭遇した

場合の事故確率は pyy(yj,y-j)、完全自動運転自動車と遭遇した場合の事故確率は

pyx(yj,x)、完全自動運転自動車同士が遭遇した場合の事故確率は px(x)で表されるものと

しよう。 

n0 人の個人が存在し、この個人は、通常の自動車と完全自動運転自動車のいずれかを

購入するか、自動車を購入しないという意思決定をするものとする。普通自動車を購入す

る個人の数を nA、完全自動運転自動車を購入する個人の数を nB とし、nA＋nB＜n0 であ

ると仮定する。普通自動車を使用する個人 h（0≦h≦nA）が自分以外の自動車に遭遇す

る頻度 FAh は、 

𝐹
 ൌ න 𝑓൫𝑞

, 𝑞
൯𝑑𝑗

ಲ


 න 𝑓ሺ𝑞

, 𝑞
ሻ𝑑𝑗

ಳ


 

 

と表され、安全性能 x をもつ完全自動運転自動車を使用する個人 i（0≦i≦nB）が自分以

外の自動車に遭遇する頻度 FBi は、 

 

𝐹
 ൌ න 𝑓൫𝑞

 , 𝑞
൯𝑑𝑗

ಲ


 න 𝑓ሺ𝑞

 , 𝑞
ሻ𝑑𝑗

ಳ


 

 

と表される。このとき、qAh、qBi はそれぞれ普通自動車を保有する個人 h の自動車利用

量、完全自動運転自動車を保有する個人 i の自動車利用量を表している。各個人が事故に

遭遇した場合に自分に生じる被害額は D とし、個人間で同一であると仮定すると、普通

自動車を利用する個人 h に生じる期待事故被害額 TDAh および完全自動運転自動車を利用

する個人 i に生じる期待事故被害額 TDBi はそれぞれ以下のように表される。 

 

𝑇𝐷
 ൌ 𝐷 ቊන 𝑝௬௬൫𝑦,𝑦൯𝑓൫𝑞

, 𝑞
൯𝑑𝑗

ಲ


 𝑝௬௫ሺ𝑦, 𝑥ሻන 𝑓ሺ𝑞

, 𝑞
ሻ𝑑𝑗

ಳ


ቋ 

 

𝑇𝐷
 ൌ 𝐷 ቊන 𝑝௬௫൫𝑦 , 𝑥൯𝑓൫𝑞

, 𝑞
൯𝑑𝑗

ಲ


 𝑝௫ሺ𝑥ሻන 𝑓ሺ𝑞

, 𝑞
ሻ𝑑𝑗

ಳ


ቋ 
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 一方、競争的な代表企業が普通自動車を生産する際の費用関数は TCA(nA)、安全性能 x

の完全自動運転自動車を生産する際の費用関数は TCB(nB, x)であり、下記の性質をもつ

費用関数を仮定する。  

 

𝜕𝑇𝐶

𝜕𝑛
ൌ 𝑇𝐶  0,

𝜕ଶ𝑇𝐶

𝜕𝑛
ଶ ൌ 𝑇𝐶  0,

𝜕𝑇𝐶

𝜕𝑛
ൌ 𝑇𝐶  0,

𝜕ଶ𝑇𝐶

𝜕𝑛
ଶ ൌ 𝑇𝐶  0,

𝜕𝑇𝐶
𝜕𝑥

ൌ 𝑇𝐶௫  0,
𝜕ଶ𝑇𝐶
𝜕𝑛𝜕𝑥

ൌ 𝑇𝐶௫  0  

 

 さらに、普通自動車を利用する個人 j の注意（事故回避行動）費用は yiqAj と仮定す

る。以上から、安全性能 x の自動車が生産されるときの社会厚生 SW は次式で表すこと

ができる。 

 

𝑆𝑊 ൌ න 𝑈ሺ𝑞
ሻ𝑑ℎ

ಲ


 න 𝑈ሺ𝑞

ሻ𝑑𝑖
ಳ


െ න 𝑦𝑞

𝑑ℎ
ಲ


െ 𝑇𝐶ሺ𝑛ሻ െ 𝑇𝐶ሺ𝑛, 𝑥ሻ

െ 𝐷න ቊන 𝑝௬௬൫𝑦,𝑦൯𝑓൫𝑞
, 𝑞

൯𝑑𝑗
ಲ


 𝑝௬௫ሺ𝑦, 𝑥ሻන 𝑓ሺ𝑞

, 𝑞
ሻ𝑑𝑗

ಳ


ቋ

ಲ


𝑑ℎ

െ 𝐷න ቊන 𝑝௬௫൫𝑦, 𝑥൯𝑓൫𝑞
 , 𝑞

൯𝑑𝑗
ಲ


 𝑝௫ሺ𝑥ሻන 𝑓ሺ𝑞

 , 𝑞
ሻ𝑑𝑗

ಳ


ቋ

ಳ


𝑑𝑖 

  

このとき、𝑞
 ൌ 𝑞、𝑞

 ൌ 𝑞、𝑦 ൌ 𝑦 ൌ 𝑦であることを考慮すると、社会厚生最大化条件

は下記の式で表すことができる。 

 

𝜕𝑈ሺ𝑞∗ሻ
𝜕𝑞

ൌ 𝑦∗  2𝐷ሼ𝑝௬௬ሺ𝑦∗,𝑦∗ሻ𝑛
∗𝑓ଵሺ𝑞∗, 𝑞∗ሻ  𝑝௬௫ሺ𝑦∗, 𝑥∗ሻ𝑛

∗ 𝑓ଵሺ𝑞∗, 𝑞∗ሻሽ         ሺ𝐴1ሻ 

 

𝜕𝑈ሺ𝑞∗ሻ
𝜕𝑞

ൌ 2𝐷ሼ𝑝௬௫ሺ𝑦∗, 𝑥∗ሻ𝑛
∗𝑓ଵሺ𝑞∗, 𝑞∗ሻ  𝑝௫ሺ𝑥∗ሻ𝑛

∗ 𝑓ଵሺ𝑞∗, 𝑞∗ሻሽ         ሺ𝐴2ሻ 

 

𝑞∗ ൌ െ2𝐷൛𝑝ଵ
௬௬ሺ𝑦∗,𝑦∗ሻ𝑛

∗𝑓ሺ𝑞∗, 𝑞∗ሻ  𝑝௬
௬௫ሺ𝑦∗, 𝑥∗ሻ𝑛

∗ 𝑓ሺ𝑞∗, 𝑞∗ሻൟ    ሺ𝐴3ሻ 

 

𝑇𝐶௫ ൌ െ𝐷𝑛
∗ ൛2𝑝௫

௬௫ሺ𝑦∗, 𝑥∗ሻ𝑛
∗𝑓ሺ𝑞∗, 𝑞∗ሻ  𝑝௫௫ሺ𝑥∗ሻ𝑛

∗ 𝑓ሺ𝑞∗, 𝑞∗ሻൟ         ሺ𝐴4ሻ 

 

𝑈ሺ𝑞∗ሻ ൌ 𝑦∗𝑞∗  𝑇𝐶  2𝐷ሼ𝑝௬௬ሺ𝑦∗,𝑦∗ሻ𝑛
∗𝑓ሺ𝑞∗, 𝑞∗ሻ  𝑝௬௫ሺ𝑦∗, 𝑥∗ሻ𝑛

∗ 𝑓ሺ𝑞∗, 𝑞∗ሻሽ            ሺ𝐴5ሻ 

 

𝑈ሺ𝑞∗ሻ ൌ 𝑇𝐶  2𝐷ሼ𝑝௬௫ሺ𝑦∗, 𝑥∗ሻ𝑛
∗𝑓ሺ𝑞∗, 𝑞∗ሻ  𝑝௫ሺ𝑥∗ሻ𝑛

∗ 𝑓ሺ𝑞∗, 𝑞∗ሻሽ         ሺ𝐴6ሻ 

 

ただし、変数に付された*は、最適化条件を満たす解であることを示している。 

いま、Shavell ルール下において、普通自動車購入税 TAXA、完全自動運転自動車購入

税 TAXB(x)が実施されており、TAXB(x)については自動車安全性能に応じて課税される



23 

 

ものとする。このとき、普通自動車を利用する個人の期待便益 BA 及び完全自動運転自動

車を利用する個人の期待便益 BB は、それぞれ次式のように書くことができる。 

 

𝐵 ൌ 𝑈ሺ𝑞ሻ െ 𝑦𝑞 െ 2𝐷ሼ𝑝௬௬ሺ𝑦,𝑦ሻ𝑛𝑓ሺ𝑞, 𝑞ሻ  𝑝௬௫ሺ𝑦, 𝑥ሻ𝑛𝑓ሺ𝑞, 𝑞ሻሽ െ 𝑇𝐴𝑋 

 

𝐵 ൌ 𝑈ሺ𝑞ሻ െ 2𝐷ሼ𝑛𝑝௬௫ሺ𝑥,𝑦ሻ𝑓ሺ𝑞, 𝑞ሻ  𝑝௫ሺ𝑥ሻ𝑛𝑓ሺ𝑞 , 𝑞ሻሽ െ 𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥ሻ  

 

期待便益最大化条件は、下記の通りになる。 

 

𝑈ᇱሺ𝑞
ሻ ൌ 𝑦  2𝐷ሼ𝑝௬௬ሺ𝑦,𝑦ሻ𝑛𝑓ଵሺ𝑞

, 𝑞
ሻ  𝑝௬௫ሺ𝑦, 𝑥ሻ𝑛𝑓ଵሺ𝑞

, 𝑞
ሻሽ           ሺ𝐴7ሻ 

 

𝑞
 ൌ െ2𝐷൛𝑝௬௬ଵሺ𝑦,𝑦ሻ𝑛𝑓ሺ𝑞

, 𝑞
ሻ  𝑝௬௫ଵሺ𝑦, 𝑥ሻ𝑛𝑓ሺ𝑞

, 𝑞
ሻൟ      ሺ𝐴8ሻ 

 

𝑈ᇱሺ𝑞
ሻ ൌ 2𝐷ሼ𝑝௬௫ሺ𝑥,𝑦ሻ𝑛𝑓ଵሺ𝑞

, 𝑞
ሻ  𝑝௫ሺ𝑥ሻ𝑛𝑓ଵሺ𝑞

 , 𝑞
ሻሽ      ሺ𝐴9ሻ  

 

ただし、各変数の下付き数字の 0 は、期待便益最大化条件を満たす解であることを意味

している。このとき、安全性能が x である自動車に対する個人 i の支払い意思額を WTPk 

(x)は次式のように表される。 

 

𝑊𝑇𝑃 ൌ 𝑈ሺ𝑞
ሻ െ 𝑦𝑞

 െ 2𝐷ሼ𝑝௬௬ሺ𝑦,𝑦ሻ𝑛𝑓ሺ𝑞
, 𝑞

ሻ  𝑝௬௫ሺ𝑦, 𝑥ሻ𝑛𝑓ሺ𝑞
, 𝑞

ሻሽ െ 𝑇𝐴𝑋 

 

𝑊𝑇𝑃ሺ𝑥ሻ ൌ 𝑈ሺ𝑞
ሻ െ 2𝐷ሼ𝑝௬௫ሺ𝑥,𝑦ሻ𝑛𝑓ሺ𝑞

, 𝑞
ሻ  𝑝௫ሺ𝑥ሻ𝑛𝑓ሺ𝑞

, 𝑞
ሻሽ െ 𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥ሻ  

 

普通自動車と完全自動運転自動車の需要価格 PA、PB(x)は、それぞれ、𝑃 ൌ 𝑊𝑇𝑃、

𝑃ሺ𝑥ሻ ൌ 𝑊𝑇𝑃ሺ𝑥ሻとなる。 

一方、自動車市場は完全競争市場であり、普通自動車及び安全性能 x の自動車を生産

する代表的な自動車生産企業の利潤関数πA、πB は、次式で表される。 

 

𝜋 ൌ 𝑃𝑛 െ 𝑇𝐶ሺ𝑛ሻ  

𝜋 ൌ 𝑃ሺ𝑥ሻ𝑛 െ 𝑇𝐶ሺ𝑥ሻሺ𝑛, 𝑥ሻ െ 𝑇𝐴𝑋ோ&ሺ𝑥ሻ  

 

ただし、TAXR&D(x)は開発される安全性能に応じて課される技術開発税である。また、

事故によって被害が生じた場合の損害賠償責任は企業には生じず、自動車利用者に生じる

ことを想定している。利潤最大化条件から、以下の条件式が得られる。 

 

𝑃
 ൌ 𝑇𝐶ሺ𝑛

ሻ  

 

𝑃
ሺ𝑥ሻ ൌ 𝑇𝐶ሺ𝑛

 , 𝑥ሻ  
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𝑑𝑃ሺ𝑥ሻ
𝑑𝑥

𝑛
 ൌ 𝑇𝐶௫ሺ𝑛

 , 𝑥ሻ 
𝜕𝑇𝐴𝑋ோ&ሺ𝑥ሻ 

𝜕𝑥
  

 

ただし、上付き文字の 0 は、各変数が利潤最大化条件を満たす解であることを意味して

いる。以上から、市場均衡条件は、（A7）～（A9）式、及び以下の条件式になる。 

 

𝑈ሺ𝑞
ሻ ൌ 𝑦𝑞

  𝑇𝐶ሺ𝑛
ሻ  2𝐷ሼ𝑝௬௬ሺ𝑦,𝑦ሻ𝑛

𝑓ሺ𝑞
, 𝑞

ሻ  𝑝௬௫ሺ𝑦, 𝑥ሻ𝑛
𝑓ሺ𝑞

, 𝑞
ሻሽ

 𝑇𝐴𝑋            ሺ𝐴10ሻ 

 

𝑈ሺ𝑞
ሻ ൌ 𝑇𝐶ሺ𝑛

 , 𝑥ሻ  2𝐷ሼ𝑝௬௫ሺ𝑥,𝑦ሻ𝑛
𝑓ሺ𝑞

 , 𝑞
ሻ  𝑝௫ሺ𝑥ሻ𝑛

𝑓ሺ𝑞
 , 𝑞

ሻሽ  𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥ሻ            ሺ𝐴11ሻ  

 

െቊ2𝐷൛𝑝௫
௬௫ሺ𝑥,𝑦ሻ𝑛

𝑓ሺ𝑞
 , 𝑞

ሻ  𝑝௫௫ሺ𝑥ሻ𝑛
𝑓ሺ𝑞

 , 𝑞
ሻൟ 

𝜕𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥ሻ

𝜕𝑥
 ቋ𝑛

 െ
𝜕𝑇𝐴𝑋ோ&ሺ𝑥ሻ 

𝜕𝑥

ൌ 𝑇𝐶௫ሺ𝑛
 , 𝑥ሻ             ሺ𝐴12ሻ  

 

最適化条件（（A1）～（A6）式）と市場均衡条件（（A7）～（A12）式）の比較から、最

適政策の条件は、下記の通りになる。 

 

𝜕𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥∗ሻ

𝜕𝑥
𝑛
∗ 

𝜕𝑇𝐴𝑋ோ&ሺ𝑥∗ሻ

𝜕𝑥
ൌ െ𝐷𝑛

∗ଶሼ𝑝௫௫ሺ𝑥∗ሻ𝑓ሺ𝑞∗, 𝑞∗ሻሽ 

 

𝑇𝐴𝑋 ൌ 0 

 

𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥∗ሻ ൌ 0 

 

以上から、最適政策に関して（命題 A）が得られる。 

 

（命題 A） 

損害賠償制度の下でファーストベストを実現するためには、Shavell ルールに加え、技

術開発を抑制するインセンティブを与えるために、次式に表すような、安全性能に応じた

自動車購入税 TAX(x)または技術開発税 TAXR&D(x)を導入する必要がある。 

 

𝑇𝐴𝑋ோ&ሺ𝑥ሻ ൌ ሺ1 െ 𝛼ሻ𝑡ோ&
∗ 𝑥 

 

𝑇𝐴𝑋ሺ𝑥ሻ ൌ 𝛼𝑡∗ሺ𝑥 െ 𝑥∗ሻ 

 

ただし、𝑡ோ&
∗ ൌ െ𝐷𝑛

∗ଶሼ𝑝௫௫ሺ𝑥∗ሻ𝑓ሺ𝑞∗, 𝑞∗ሻሽ、𝑡∗ ൌ
௧ೃ&ವ
∗

∗
であり、αは任意の値を示すパラメータ

である。 

（証明終） 
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上記の結果は、普通自動車が混在し、安全性能を引き上げることの便益が普通自動車

の利用者にスピルオーバーしたとしても、（命題１）と同様に、R&D 課税は完全自動運転

自動車の利用者に生じる安全性能の限界便益に等しい水準に課税額を設定する必要がある

ことを示している。 
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Appendix (2) 異質な個人のケースの最適化条件の導出 

 

 効用関数が、A タイプの個人と B タイプの個人に分けられ、A タイプの個人の自動車利

用による社会的期待便益が B タイプの個人より大きいことを仮定（脚注 2）し、最適な生

産量 n*が nA＜n*＜N となるケースに限定して議論すると、n*のうち A タイプの個人は

全員（nA）自動車を利用し、B タイプの個人は、n*－nA だけ自動車を利用し、nB－(n*

－nA)は自動車を利用しない。したがって、 (2)～ (4)式から最適化条件は下記のように書

き直すことができる。 

 

① 最適な自動車利用に関する条件 

 

𝜕𝑈ሺ𝑞
∗ ሻ

𝜕𝑞
ൌ 𝑝ሺ𝑥∗ሻ ቊන 𝐷𝑓ଵ൫𝑞

∗ , 𝑞
∗൯𝑑𝑗

∗


 න 𝐷𝑓ଶ൫𝑞

∗, 𝑞
∗൯𝑑𝑗

∗


ቋ ൌ 2𝐷𝑝ሺ𝑥∗ሻන 𝑓ଵ൫𝑞

∗ , 𝑞
∗൯𝑑𝑗

∗



ൌ 2𝐷𝑝ሺ𝑥∗ሻ ቊන 𝑓ଵሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ሻ𝑑𝑗
ಲ


 න 𝑓ଵሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻ𝑑𝑗

∗

ಲ

ቋ  

ൌ 2𝐷𝑝ሺ𝑥∗ሻሼ𝑛𝑓ଵሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ሻ  ሺ𝑛∗ െ 𝑛ሻ𝑓ଵሺ𝑞
∗ ,𝑞

∗ ሻሽ      

   ൣ∵ 𝑓ଵ൫𝑞
∗ , 𝑞

∗൯ ൌ 𝑓ଶ൫𝑞
∗, 𝑞

∗൯ ൧  

 

 

𝜕𝑈ሺ𝑞
∗ ሻ

𝜕𝑞
ൌ 𝑝ሺ𝑥∗ሻ ቊන 𝐷𝑓ଵሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ሻ𝑑𝑗

∗


 න 𝐷𝑓ଶ൫𝑞

∗, 𝑞
∗ ൯𝑑𝑗

∗


ቋ ൌ 2𝐷𝑝ሺ𝑥∗ሻන 𝑓ଵሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ሻ𝑑𝑗

∗



ൌ 2𝐷𝑝ሺ𝑥∗ሻ ቊන 𝑓ଵሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ ሻ𝑑𝑗
ಲ


 න 𝑓ଵሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻ𝑑𝑗

∗

ಲ

ቋ  

ൌ 2𝐷𝑝ሺ𝑥∗ሻሼ𝑛𝑓ଵሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ ሻ  ሺ𝑛∗ െ 𝑛ሻ𝑓ଵሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ ሻሽ   

  ൣ∵ 𝑓ଵ൫𝑞
∗ , 𝑞

∗൯ ൌ 𝑓ଶ൫𝑞
∗, 𝑞

∗ ൯ ൧ 

 

ここで、タイプ A の個人 i が他の自動車と遭遇する頻度の合計を FA、タイプ B の個人 i

が他の自動車と遭遇する頻度の合計を FB とすると、 

 

𝐹ሺ𝑞, 𝑞ሻ ൌ 𝑛𝑓ሺ𝑞, 𝑞ሻ  ሺ𝑛 െ 𝑛ሻ𝑓ሺ𝑞, 𝑞ሻ 

 

𝐹ሺ𝑞, 𝑞ሻ ൌ 𝑛𝑓ሺ𝑞, 𝑞ሻ  ሺ𝑛∗ െ 𝑛ሻ𝑓ሺ𝑞, 𝑞ሻ 

 

したがって、 

 

𝜕𝐹
𝜕𝑞

ൌ 𝑀𝐹ሺ𝑞, 𝑞ሻ ൌ 𝑛𝑓ଵሺ𝑞,𝑞ሻ  ሺ𝑛 െ 𝑛ሻ𝑓ଵሺ𝑞, 𝑞ሻ 

 

𝜕𝐹
𝜕𝑞

ൌ 𝑀𝐹ሺ𝑞, 𝑞ሻ ൌ 𝑛𝑓ଵሺ𝑞, 𝑞ሻ  ሺ𝑛 െ 𝑛ሻ𝑓ଵሺ𝑞, 𝑞ሻ 
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である。 

なお、Shavell(2020)においては、特殊ケースとして、𝑓൫𝑞 , 𝑞൯ ൌ 𝑞𝑞の関数を用いて

議論している。この関数型のように、𝑓ଵଵ ൌ 𝑓ଶଶ ൌ 0の条件を満たすような関数の場合、

𝑓ଵሺ𝑞, 𝑞ሻ ൌ 𝑓ଵሺ𝑞, 𝑞ሻ、𝑓ଵሺ𝑞,𝑞ሻ ൌ 𝑓ଵሺ𝑞, 𝑞ሻとなるため、 

 

𝜕𝐹
𝜕𝑞

ൌ
𝜕𝐹
𝜕𝑞

≡ 𝑀𝐹ሺ𝑞, 𝑞,𝑛ሻ ൌ 𝑛𝑓ଵሺ𝑞,𝑞ሻ  ሺ𝑛 െ 𝑛ሻ𝑓ଵሺ𝑞, 𝑞ሻ 

 

となる。この結果、 

 

𝜕𝑈ሺ𝑞
∗ ሻ

𝜕𝑞
ൌ
𝜕𝑈ሺ𝑞

∗ ሻ

𝜕𝑞
ൌ 2𝐷𝑝ሺ𝑥∗ሻ𝑀𝐹ሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻ 

 

が成立し、市場均衡において、タイプ A とタイプ B の限界効用の均等化が最適化条件と

なる。しかし、ここで示すように、一般には、𝑓ଵଵ ൌ 𝑓ଶଶ ൌ 0が成立する保証はないため、

限界効用均等化は最適化条件とならない。 

 

② 最適な自動車生産に関する条件 

 脚注 3 の仮定から、（4）式は下記のよう書き直すことができる。 

 

𝑈ሺ𝑞
∗ ሻ ൌ

𝜕𝑇𝐶ሺ𝑛∗, 𝑥∗ሻ

𝜕𝑛
 𝐷𝑝ሺ𝑥∗ሻ ቊන 𝑓ሺ𝑞

∗, 𝑞
∗ ሻ

∗


𝑑𝑖  න 𝑓൫𝑞

∗ , 𝑞
∗൯𝑑𝑗

∗


ቋ

ൌ
𝜕𝑇𝐶ሺ𝑛∗, 𝑥∗ሻ

𝜕𝑛
 2𝐷𝑝ሺ𝑥∗ሻන 𝑓ሺ𝑞

∗, 𝑞
∗ ሻ

∗


𝑑𝑖

ൌ
𝜕𝑇𝐶ሺ𝑛∗, 𝑥∗ሻ

𝜕𝑛
 2𝐷𝑝ሺ𝑥∗ሻ ቊන 𝑓ሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻ

ಲ


𝑑𝑖  න 𝑓ሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻ

∗

ಲ

𝑑𝑖ቋ

ൌ
𝜕𝑇𝐶ሺ𝑛∗, 𝑥∗ሻ

𝜕𝑛
 2𝐷𝑝ሺ𝑥∗ሻ𝐹ሼ𝑛𝑓ሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻ  ሺ𝑛∗ െ 𝑛ሻ𝑓ሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻሽ 

  ሾ∵ 𝑓ሺ𝑞
∗, 𝑞

∗ ሻ ൌ 𝑓ሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ሻ ሿ 

 

∴ 𝑈ሺ𝑞
∗ ሻ ൌ

𝜕𝑇𝐶ሺ𝑛∗, 𝑥∗ሻ

𝜕𝑛
 2𝐷𝑝ሺ𝑥∗ሻ𝐹ሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻ 

 

 

③ 最適な安全性能選択に関する条件 
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𝜕𝑇𝐶ሺ𝑛∗, 𝑥∗ሻ

𝜕𝑥
ൌ െ𝑝ᇱሺ 𝑥∗ሻන න 𝐷𝑓൫𝑞

∗, 𝑞
∗൯𝑑𝑗

∗



∗


𝑑𝑖

ൌ െ𝐷𝑝ᇱሺ 𝑥∗ሻන ቊන 𝑓൫𝑞
∗ ,𝑞

∗൯𝑑𝑗
ಲ


 න 𝑓൫𝑞

∗ , 𝑞
∗൯𝑑𝑗

∗

ಲ

ቋ
∗


𝑑𝑖

ൌ െ𝐷𝑝ᇱሺ 𝑥∗ሻ ቈන ቊන 𝑓൫𝑞
∗ ,𝑞

∗൯𝑑𝑗
ಲ


 න 𝑓൫𝑞

∗ , 𝑞
∗൯𝑑𝑗

∗

ಲ

ቋ
ಲ


𝑑𝑖

 න ቊන 𝑓൫𝑞
∗ , 𝑞

∗൯𝑑𝑗
ಲ


 න 𝑓൫𝑞

∗ , 𝑞
∗൯𝑑𝑗

∗

ಲ

ቋ
∗

ಲ

𝑑𝑖 

ൌ െ𝐷𝑝ᇱሺ 𝑥∗ሻ ቈන ቊන 𝑓ሺ𝑞
∗ ,𝑞

∗ሻ𝑑𝑗
ಲ


 න 𝑓ሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻ𝑑𝑗

∗

ಲ

ቋ
ಲ


𝑑𝑖

 න ቊන 𝑓ሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ሻ𝑑𝑗
ಲ


 න 𝑓ሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻ𝑑𝑗

∗

ಲ

ቋ
∗

ಲ

𝑑𝑖 

ൌ ሼെ𝑛𝐷𝑝ᇱሺ 𝑥∗ሻሾ𝑛𝑓ሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ ሻ  ሺ𝑛∗ െ 𝑛ሻ𝑓ሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ ሻሿ

െ ሺ𝑛∗ െ 𝑛ሻ𝐷𝑝ᇱሺ 𝑥∗ሻሾ𝑛𝑓ሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ሻ  ሺ𝑛∗ െ 𝑛ሻ𝑓ሺ𝑞
∗ , 𝑞

∗ ሻሿሽ 

 

∴
𝜕𝑇𝐶ሺ𝑛∗, 𝑥∗ሻ

𝜕𝑥
ൌ 𝑛ሼെ𝐷𝑝ᇱሺ 𝑥∗ሻ𝐹ሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻሽ  ሺ𝑛∗ െ 𝑛ሻሼെ𝐷𝑝ᇱሺ 𝑥∗ሻ𝐹ሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻሽ 

 

したがって、上式右辺第 1 項はタイプ A の個人全員(nA)の限界便益（x を引き上げること

によって生じる期待事故被害額の減少）の合計、第 2 項はタイプ B の個人全員(n*－nA)の

限界便益の合計となっている。 

 

以上から、最適化条件は、以下のように表される 

 

𝜕𝑈ሺ𝑞
∗ ሻ

𝜕𝑞
ൌ 2𝐷𝑝ሺ𝑥∗ሻ𝑀𝐹ሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻ  

 

𝜕𝑈ሺ𝑞
∗ ሻ

𝜕𝑞
ൌ 2𝐷𝑝ሺ𝑥∗ሻ𝑀𝐹ሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻ 

 

𝑈ሺ𝑞
∗ ሻ ൌ

𝜕𝑇𝐶ሺ𝑛∗, 𝑥∗ሻ

𝜕𝑛
 2𝐷𝑝ሺ𝑥∗ሻ𝐹ሺ𝑞

∗ ,𝑞
∗ሻ 

 

𝜕𝑇𝐶ሺ𝑛∗, 𝑥∗ሻ

𝜕𝑥
ൌ 𝑛ሼെ𝑝ᇱሺ 𝑥∗ሻ𝐷𝐹ሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻሽ  ሺ𝑛∗ െ 𝑛ሻሼെ𝑝ᇱሺ 𝑥∗ሻ𝐷𝐹ሺ𝑞

∗ , 𝑞
∗ ሻሽ   
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Appendix (3) qA*＞qB*（あるいはその逆）となる条件の導出  

 

𝑈ሺ𝑞ሻ、𝑈ሺ𝑞ሻをテーラー展開を用いて表すと下記の通りになる。 

 

𝑈ሺ𝑞ሻ ൌ 𝑈ሺ𝑞
∗ ሻ  𝑈

ᇱሺ𝑞
∗ ሻሺ𝑞 െ 𝑞

∗ሻ 
1
2
𝑈
ᇱᇱሺ𝑞

∗ ሻሺ𝑞 െ 𝑞
∗ሻଶ 

 

𝑈ሺ𝑞ሻ ൌ 𝑈ሺ𝑞
∗ሻ  𝑈

ᇱ ሺ𝑞
∗ ሻሺ𝑞 െ 𝑞

∗ሻ 
1
2
𝑈
ᇱᇱሺ𝑞

∗ ሻሺ𝑞 െ 𝑞
∗ ሻଶ 

 

ただし、𝑈
ᇱሺ𝑞

∗ሻ  0、𝑈
ᇱ ሺ𝑞

∗ ሻ  0、𝑈
ᇱᇱሺ𝑞

∗ ሻ ൏ 0、𝑈
ᇱᇱሺ𝑞

∗ ሻ ൏ 0と仮定する。 

（命題 2）を満たす最適政策を実施すると、市場均衡において、最適な自動車利用𝑞
∗、𝑞

∗

が実現できることから、（24）式を用いて、 

 

𝑈′ሺ𝑞
∗ ሻ ൌ 𝑈

ᇱ ሺ𝑞
∗ ሻ ൌ 𝑈

ᇱ ሺ𝑞
∗ሻ  𝑈

ᇱᇱሺ𝑞
∗ ሻሺ𝑞

∗ െ 𝑞
∗ሻ 

 

したがって、 

 

𝑞
∗ െ 𝑞

∗ ൌ െ
𝑈
ᇱሺ𝑞

∗ ሻ െ 𝑈
ᇱ ሺ𝑞

∗ ሻ

𝑈
ᇱᇱሺ𝑞

∗ ሻ
 

 

ここで、𝑈
ᇱᇱሺ𝑞

∗ ሻ ൏ 0であるから、𝑈
ᇱሺ𝑞

∗ ሻ  𝑈
ᇱ ሺ𝑞

∗ ሻならば、𝑞
∗  𝑞

∗、𝑈
ᇱሺ𝑞

∗ሻ ൏ 𝑈
ᇱ ሺ𝑞

∗ ሻなら

ば、𝑞
∗ ൏ 𝑞

∗となる。 
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